
 

 

函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱  

 

（趣旨） 

第１条   この要綱は，市民生活に必要な医療・福祉・子育て支援・商業・ 

公共交通等の都市機能が集積しているまちなかへの居住を誘導するこ  

とにより，居住機能および都市機能の集約ならびにまちなかにおける  

人口密度の維持を図り，もって，人口減少および少子高齢化が進む中 

にあっても都市機能を効率的かつ持続的に確保・提供していくことが  

できるコンパクトなまちの実現に資するため，まちなかにおける住宅  

および敷地の取得に要する費用に係る補助金の交付に関し，函館市補  

助金等交付規則（昭和６２年函館市規則第４３号。以下「規則」とい  

う。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ  

当該各号に定めるところによる。  

(1) 住宅 一戸建ての住宅または一戸建ての住宅と店舗等の他の用途  

を兼ねるものをいう。  

(2) 敷地 住宅の立地のために必要な一団の土地をいう。  

(3) 居住の用に供する部分  住宅の部分のうち，車庫および倉庫以外  

の部分をいう。 

(4) 床面積 建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線  

で囲まれた部分の水平投影面積をいう。  

(5) 延べ面積  建築物の各階の床面積の合計をいう。  

(6) 耐震基準  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第３  

章および第５章の４に規定する基準または地震に対する安全上耐震  

関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準（平成１８  

年国土交通省告示第１８５号）をいう。  

(7) 増築等 増築，改修および用途の変更に係る工事または行為をい  

う。 

 (8) 入居 住宅および当該住宅の敷地の取得（新築または購入により  



 

 

取得することをいう。以下同じ。）をした者が，住所を住民登録お 

および不動産登記し，現に居住を開始することをいう。  

（補助対象経費）  

第３条 補助金の交付の対象となる経費は，別図に定める区域（以下「  

補助対象区域」という。）において，住宅および当該住宅の敷地を取 

得するための費用（所有者が２人以上となるときは，その所有者ごと  

の持分に応じた費用）とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる費用は，補助金の交付の対象  

としない。  

(1) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて取得した住宅およ  

び敷地を取得するための費用  

(2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて住宅のみを取得し  

た場合における当該住宅の敷地または当該住宅が存していた敷地を  

取得するための費用  

(3) 第６条第１項の認定を受ける前に同条第２項の契約を締結して取  

得した住宅および同条第１項の認定を受ける前に不動産売買契約を  

締結して取得した敷地に係る当該取得費  

３ 第１項の住宅は，次に掲げる要件を満たすものでなければならない。  

(1) 居住の用に供する部分の床面積の合計が７５㎡以上であり，かつ，  

住宅の部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１以上であること。  

 (2) 昭和５６年（１９８１年）６月１日以後に工事に着手したものま  

たは同日前に工事に着手したものであって耐震基準に適合するもの  

であること。  

４ 住宅またはその他の建築物の購入にあわせて増築等を実施し，前項 

 各号に掲げる要件を満たす住宅とする場合は，当該住宅を第１項の住  

宅とみなす。  

５ 第１項の敷地は，補助対象区域内にその全部または一部が存し，か  

つ，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第２項，第３  

項または第５項の規定により道路とみなされる部分を除いた面積が 

１００㎡以上でなければならない。  



 

 

（補助対象者）  

第４条 補助金の交付を受けることができる者は，次に掲げる要件を満  

たす者とする。  

(1) 自らが居住するため新たに住宅および敷地を取得しようとする者  

または住宅のみを取得しようとする者（令和４年４月１日以後に当  

該住宅の敷地を取得した者に限る。）  

 (2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者  

 (3) 市税の滞納がない者  

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律  

  第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者  

(5) 住宅および敷地の取得に関する他の補助金または助成金等（本市  

以外の者が交付するものを含む。）の交付を受けていない者  

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は，２００万円とし，予算の範囲内で交付するもの  

 とする。ただし，補助対象経費に２分の１を乗じて得た額が２００万  

円に満たない場合は，当該２分の１を乗じて得た額（当該額に千円未  

満の端数を生じたときは，これを切り捨てた額）とする。  

（住宅建築取得計画の認定）  

第６条 補助金の交付申請をしようとする補助対象者は，あらかじめ， 

まちなか住宅建築取得計画認定申請書（様式第１号）に，誓約書兼同  

意書（様式第２号）および別表１に掲げる書類を添付して市長に申請  

し，その認定を受けなければならない。  

２ 前項の認定は，第３条第１項の住宅の取得に係る不動産売買契約（  

新築する場合にあっては，工事請負契約）を締結する前に受けなけれ  

ばならない。  

３ 市長は，第１項の認定に当たり申請の内容を審査し，適当と認める  

ときは，まちなか住宅建築取得計画認定通知書（様式第３号）により，  

適当でないと認めるときは，まちなか住宅建築取得計画不認定通知書  

（様式第４号）により，当該申請をした者に対して通知するものとす  

る。 



 

 

４ 市長は，第１項の計画を認定するに当たり，必要な条件を付すこと  

ができる。  

（認定計画の変更）  

第７条 前条の規定により計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」 

という。）は，当該認定を受けた計画（以下「認定計画」という。）  

の内容を変更しようとするときは，あらかじめ，まちなか住宅建築取  

得計画変更認定申請書（様式第５号）に，別表１に掲げる書類のうち  

変更に係るものを添付して市長に申請し，変更の認定を受けなければ  

ならない。ただし，変更の内容が軽微であると市長が認める場合にお  

いては，この限りでない。  

２ 前条第３項および第４項の規定は，認定計画の変更の認定について  

準用する。  

（認定計画の取下げ） 

第８条 認定事業者は，認定計画を取り下げようとするときは，速やか  

に，まちなか住宅建築取得計画取下届（様式第６号）により，市長に  

届け出なければならない。  

（計画の認定の取消し）  

第９条 市長は，認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める  

 ときは，計画の認定を取り消すことができる。   

(1) 虚偽その他不正な手段により第６条第１項による認定，第７条第 

１項による変更の認定および次条第１項による承認を受けたと認め  

られるとき。   

 (2) 故意に認定計画と異なる計画を実施したときまたは実施しようと  

したとき。  

 (3) 第４条各号に規定する補助対象者に該当しないことが判明したと  

き。 

(4) 第６条第４項（第７条第２項において準用する場合を含む。）の 

規定により付した条件その他この要綱に定める事項に違反したとき。  

 (5) その他市長が計画の認定を取り消すことが相当と認める事由が生  

じたとき。  



 

 

（地位の承継）  

第10条 認定事業者が死亡した場合等において，その地位を承継しよう  

 とする認定事業者の親族（民法（明治２９年法律第８９号）第７２５  

条に規定する親族をいう。）またはこれと同等の関係にあると市長が  

認める者は，あらかじめ，まちなか住宅建築取得計画地位承継承認申  

請書（様式第７号）に，次に掲げる書類を添付して市長に申請し，そ  

の承認を受けなければならない。  

(1) 承継の事実およびその事由を証する書類  

(2) 被承継人と承継人との関係を証する書類  

(3) 誓約書兼同意書（様式第２号）  

(4) その他市長が必要と認める書類   

２ 市長は，前項の申請があったときは，その内容を審査し，適当と認  

めるときは，まちなか住宅建築取得計画地位承継承認通知書（様式第  

８号）により，適当でないと認めるときは，まちなか住宅建築取得計  

画地位承継不承認通知書（様式第９号）により，当該申請をした者に  

対して通知するものとする。  

（補助金の交付申請および実績報告）  

第11条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は，認定計画に係る  

住宅に入居を完了したときは，当該完了の日から３０日以内に，まち  

なか住宅建築取得費補助金交付申請書（様式第１０号）に，別表２に 

掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。  

２ 次条の規定により補助金の交付決定を受けた者が提出した前項の申  

請書は，規則第１７条第１項に規定する補助事業等実績報告書とみな  

す。 

（補助金の交付決定および額の確定通知）  

第12条 市長は，前条第１項の申請があったときは，その内容を審査し，  

 および検査し，適当と認めるときは，まちなか住宅建築取得費補助金  

交付決定および額確定通知書（様式第１１号）により，適当でないと  

認めるときは，まちなか住宅建築取得費補助金不交付通知書（様式第  

１２号）により，当該申請をした者に対して通知するものとする。  



 

 

（補助金の交付）  

第13条 市長は，前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を  

交付するものとする。   

（補則）  

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。  

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  

  附 則 

この要綱は，令和５年１月１日から施行する。  



別
図
（
第
３
条
関
係
）

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補
助
対
象
区
域

 

 

Ｎ

Ｊ
Ｒ
函
館
駅

 

●
市
役
所

 
●
中
央
郵
便
局

 

函
館
地
方
合
同
庁
舎
●

 

中
部
小
学
校
●

 

●
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

 

●
あ
さ
ひ
小
学
校

 

●
本
願
寺
函
館
別
院

 

 
 
函
館
別
院

 

●
国
際
ホ
テ
ル

 

●
サ
ン
リ
フ
レ

 

●
で
あ
え
～
る

 
大
森
浜
団
地

 

●
電
停
：
松
風
町

 

●
電
停
：
魚
市
場
通

 

●
函
館
地
方

 

裁
判
所

 

●
駅
前
広
場

 

凡
例

 
 

 補
助
対
象
区
域
：
函
館
駅
前
・
大
門
地
区

 

（
松
風
町
，
新
川
町
の
全
部
お
よ
び
東
川
町
，

 

大
手
町
，
栄
町
，
旭
町
，
東
雲
町
，
大
森
町
，

 

若
松
町
，
千
歳
町
，
海
岸
町
，
大
縄
町
の
各
一
部
） 



別表１（第６条，第７条関係）  

 
新築の場合  

購入の場合（購入にあわせて増築等を

実施する場合を含む。）  

住宅に

関する

書類 

１  付近見取図  

２  配置図  

３  各階平面図  

４  立面図（２面以上）  

１  付近見取図  

２  配置図  

３  各階平面図  

４  立面図（２面以上）  

５  検査済証の写し  

６  登記事項の全部事項証明書  

７  耐震基準に適合することを  

証する書類  

敷地に

関する

書類 

１  公図  

２  登記事項の全部事項証明書  

３  現況写真  

１  公図  

２  登記事項の全部事項証明書  

３  現況写真  

備考 

１  共通（新築および購入の場合）  

(1) 「付近見取図」は，方位，道路，目標物等を記載してください。  

(2) 「配置図」は，縮尺，方位，敷地の寸法，道路境界線，隣地境界線，敷地内における  

建築物の位置を明記してください。  

(3) 「各階平面図」は，縮尺，方位，間取，各室の用途，各室の床面積を算出することが  

できる寸法線を明記してください。  

(4) 「立面図」は，縮尺，地盤面，建築物の高さを明記してください。  

(5) 「公図」は，登記所が発行する土地の位置を示す地図または図面をいいます。  

(6) 「現況写真」は，敷地の全体の状況がわかるものを添付してください。購入する住宅  

が建っている場合は，敷地と住宅の全体の状況がわかるものを添付してください。  

 

２  購入の場合  

(1) 「検査済証の写し」は，建築基準法に基づき交付された検査済証の写しをいいます。  

  紛失等により添付できない場合は，交付した機関が発行する検査済証を交付した旨の  

証明書を添付してください。  

(2)  住宅に関する「登記事項の全部事項証明書」および「検査済証の写し」は，新築の  

住宅を購入する場合で，認定申請時においてその新築工事が完了していない場合は，  

添付不要です。  

 (3) 「耐震基準に適合することを証する書類」は，購入する住宅が昭和５６年５月３１日  

以前に工事に着手したものである場合において，耐震診断によって耐震基準への適合  

を確認していること，または耐震基準に適合させるための改修等を実施することに  

よって耐震基準に適合するものとなることを証する書類を添付してください。  

 「検査済証の写し」や検査済証を交付した旨の証明書に記載されている建築確認年月  

日によって，昭和５６年６月１日以後に工事に着手したものであることが確認できる  

場合は，添付不要です。  

 (4)   購入にあわせて増築等を実施する場合における「配置図」「各階平面図」「立面図」 

については，予定する増築等の内容がわかるものとしてください。  

 



 

 

別表２（第１１条関係）  

 
新築の場合  

購入の場合（購入にあわせて増築等を  

実施する場合を含む。）  

住宅に

関する

書類 

１  新築工事の請負契約書の写し  

２  新 築 工事 の代 金の 支払 い が 

完了していることを証する書類  

の写し  

３  街区符号・住居番号決定通知  

 書の写し  

４  検査済証の写し  

５  登記事項の全部事項証明書(原本) 

および登記完了証の写し  

６  現況写真  

１  不動産売買契約書の写し  

２  売買代金の支払いが完了してい  

ることを証する書類の写し  

３  街区符号・住居番号決定 (変更 ) 

通知書の写し  

４  検査済証の写し  

５  登記事項の全部事項証明書(原本) 

および登記完了証の写し  

６  増築等の実施によって補助の 

対象となる住宅となったことを証  

する書類および写真  

７  現況写真  

敷地に

関する

書類 

１  不動産売買契約書の写し    

２  売買代金の支払いが完了して  

いることを証する書類の写し  

３  登記事項の全部事項証明書(原本) 

 および登記完了証の写し  

１  不動産売買契約書の写し     

２  売買代金の支払いが完了してい  

ることを証する書類の写し  

３  登記事項の全部事項証明書(原本) 

および登記完了証の写し  

その他

の書類 

１  住民票（原本）  

２  市税の納税証明書（原本）  

３  補助金の振込先口座の通帳等  

の写し  

１  住民票（原本）  

２  市税の納税証明書（原本）  

３  補助金の振込先口座の通帳等  

の写し  

備考 

１  共通（新築および購入の場合）  

(1) 「街区符号・住居番号決定通知書の写し」および「街区符号・住居番号決定（変更）  

通知書の写し」は，建築主等からの届出に基づき市が住宅に街区符号・住居番号（住  

所の番号）を付した際に交付する通知書の写しをいいます。住宅を新築した場合，住  

宅建築取得計画の認定後に新築工事が完了した住宅を購入した場合，または増築等の  

実施により取得した住宅の街区符号・住居番号が変更となった場合に添付してくださ  

い。その他の場合は，添付不要です。  

(2) 「検査済証の写し」は，建築基準法に基づき交付された検査済証の写しをいいます。  

住宅を新築した場合，住宅建築取得計画の認定後に新築工事が完了した住宅を購入し  

た場合，または住宅の購入にあわせて建築確認申請を要する増築等を実施した場合に  

添付してください。その他の場合は添付不要です。  

 (3) 「登記事項の全部事項証明書」は，住宅および敷地の所有者が交付申請者であり，か  

つ，その所有者の住所が，取得した住宅の街区符号・住居番号と一致していることが  

確認できるものを添付してください。  

(4) 「現況写真」は，住宅と敷地の全体の状況がわかるものを添付してください。  

なお，住宅建築取得計画の認定申請書に添付したものと状況が変わらない場合は，  

添付不要です。  

(5) 「住民票」は，取得した住宅の街区符号・住居番号に住所を変更した後のものを添付  

してください。  

 (6) 「市税の納税証明書」は，市が発行する市税に滞納がない旨の証明書をいいます。  

 

２  購入の場合（購入にあわせて建築確認申請を要さない増築等を実施した場合に限る。）  

(1) 「増築等の実施によって補助の対象となる住宅となったことを証する書類および写真」  

は，住宅またはその他の建築物の購入にあわせて建築確認申請を要さない増築等を実施  

して補助の対象となる住宅とした場合に添付してください。  
 



 

様式第１号（第６条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画認定申請書  

 

年  月  日  

                                 

 函館市長 様 

                  住  所            

認定申請者 氏  名 

                  電話番号  

 

 住宅建築取得計画の認定を受けたいので，函館市まちなか住宅建築取  

得費補助金交付要綱第６条第１項の規定により，関係書類を添えて申請  

します。  

 

１ 申請に係る敷地  

  地名地番  函館市   町  番  

 

２ 住宅建築取得計画  

  別紙のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（別紙） 

 

住宅建築取得計画  

 

 

 

 

１ 取得する敷地  

地 名 地 番  函館市   町   番  

敷 地 面 積  ㎡  

※１「敷地面積」の欄は，建築基準法第４２条第２項，第３項または第５項の規定により道路  

とみなされる部分を除いた面積を記載してください。  

 

 

 

 

２ 取得する住宅  

取 得 方 法  新築  購入  

街 区 符 号 ・  

住 居 番 号  
－  

①函館市   町   番   号  

②現時点で未決定  

建 築 年 月 日  －  ①     年   月   日  ②現時点で未完了  

耐 震 基 準 へ の  

適 合 状 況  
－  

【S56.5.31以前に工事に着手したものである場合】 

耐震診断結果  

①耐震基準に適合  ②耐震基準に不適合  

購 入 に あ わ せ て  

実 施 す る  

増 築 等 の 有 無  

－  

住宅以外の部分を住宅とする用途の変更  有・無  

床面積の要件に適合させるための増築  有・無  

耐震基準に適合させるための改修等  有・無  

種 別  
①一戸建ての住宅  

②兼用住宅（住宅以外の部分の用途：                  ）  

構 造 ・ 規 模  造  ・  地上   階，地下   階建て  

床 面 積  

居住の用に供する部分：     ㎡  

住宅の部分      ：     ㎡  

その他の部分     ：     ㎡  

延べ面積       ：     ㎡  
※２「建築年月日」の欄は，購入する住宅が新築された際に交付された検査済証の交付年月日  

を記載してください。  

※３  増築等を実施する場合における「種別」「構造・規模」「床面積」の各欄は，当該増築  

  等を実施した後の内容を記載してください。  

 

 

 

 



 

３ 取得に係る費用  

不 動 産 売 買 契 約 

種別 ①敷地  ②住宅と敷地  ③住宅と敷地を個々に契約  

契約の予定年月日：     年   月   日  

契約予定額：       円  

売  主：（住所または所在地）  

 

 

（氏名または団体名および代表者名）  

 

 

新築工事の請負契約 

契約の予定年月日：     年   月   日  

契約予定額：       円  

請負者：（住所または所在地）  

 

 

（氏名または団体名および代表者名）  

 

 
※４「不動産売買契約」の欄の種別が③の場合は，住宅と敷地のそれぞれの不動産売買契約の  

内容を２段書きで記載してください。  

 

 

 

 

４ 共有名義人に関すること（所有者が２人以上となる場合にのみ記入）  

共有名義人１  

（認定申請者）  

持分（住宅）：   分の    

持分（敷地）：   分の    

共有名義人２  

住  所：  

氏  名：  

持分（住宅）：   分の    

持分（敷地）：   分の    

当 該 住 宅 へ の 居 住：する・しない  

確認事項  

□  認定申請者が共有名義人を代表して要綱に定める  

各種手続および補助金の受領を行うことについて，  

共有名義人となる者全員で合意している。  

※合意している場合は，□にチェックを入れてください。  
※５  共有名義人が３人以上となる場合は，別紙に必要事項を記入して添付してください。  

 

 

 



 

５ 取得および入居等の予定日  

所 有 権 の 登 記  

の 予 定 日  

所有権（保存・移転）登記申請の予定日  

敷地：     年   月   日  

住宅：     年   月   日  

入 居 予 定 日  取得した住宅への入居予定日：     年   月   日  

取得した住宅への

入居に伴って行う

住 所 変 更 手 続 き  

の 予 定 日  

【住民票の住所の変更】  

転居届の予定日：     年   月   日  

【取得した住宅・敷地の不動産登記における所有者の住所の変更】 

所有権登記名義人住所変更登記申請の予定日：    年  月  日 

※６「所有権の登記の予定日」の欄は，本計画に基づき認定申請者が取得する住宅および敷地  

  の所有権を保存または移転する際に行う登記申請の予定日を記載してください。  

 

６ 活用する関連制度等 

住 宅 ま た は 敷 地  

の 取 得 に 係 る  

融 資 の 利 用  

①任意の住宅ローン等   ③フラット３５地域連携型  

②フラット３５      ④融資の利用なし  

関 連 す る  

他 の 補 助 金 制 度  

の 活 用 の 有 無  

［本計画に関連して空家を解体する場合など］    

①函館市空家等除却支援補助金：有・無  

［移住者が本計画に基づき空家を取得して改修する場合など］  

②函館市空家等改修支援補助金：有・無  

［本計画に基づき住宅を取得してリフォームする場合など］  

③函館市住宅リフォーム補助金：有・無  

［認定申請に先立ち，住宅の売主等が耐震診断をする場合など］  

④函館市木造住宅耐震診断支援事業補助金：有・無  
※７「フラット３５」は，民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金  

  利の住宅ローンをいいます。  

※８「フラット３５地域連携型」は，フラット３５を利用する場合において，市と住宅金融支  

  援機構が連携して行う金利の引下げ制度をいいます。  

 

７ パンフレット等への写真の掲載  

本申請に係る住宅および敷地の写真を，市が事例として紹介する目的で  

パンフレット，ホームページ，その他の資料等に掲載することについて  

□  同意します   □  同意しません  ※いずれかにチェックを入れてください。  

 

８ その他特記事項  

 

 

 

 

 
 



 

様式第２号（第６条，第１０条関係）  

 

誓約書兼同意書  

 

年  月  日   

                                  

 函館市長 様 

                  住  所             

申請者 氏  名  

                  電話番号  

 

 私は，函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱に定める各種申  

請をするにあたり，次のとおり誓約および同意します。  

申 請 に  

係る敷地  
地名地番：函館市    町    番  

誓約事項  

□  自らが居住するため新たに住宅および敷地または住宅のみ

を取得し，当該住宅に居住します。  

※住宅のみの取得は，令和４年４月１日以後に当該住宅の敷地を

取得した場合に限ります。  

□  過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていません。  

□  市税の滞納はありません。  

□  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員ではあり

ません。  

□  住宅および敷地の取得に関する他の補助金または助成金等

（函館市以外の者が交付するものを含む。）の交付は受けて  

いません。  

同意事項  

□  市長が申請の内容を審査するにあたり必要があるときは，

当該申請に係る情報を利用して各関係機関に対し事実確認等  

の調査を行うことについて同意します。  

※１  誓約および同意する事項の□にチェックを入れてください。  



 

様式第３号（第６条，第７条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画認定通知書  

 

年（    年）   月  日   

  

 認定申請者  

  住所 

  氏名        様 

 

函館市長          

 

年  月  日付けで申請のあった住宅建築取得計画につい  

ては，内容精査の結果，次のとおり認定したので，函館市まちなか住宅  

建築取得費補助金交付要綱第６条第３項（第７条第２項において準用す  

る同要綱第６条第３項）の規定により通知します。 

 

１ 申請に係る敷地  

地名地番  函館市   町  番    

 

２ 認定年月日  

      年  月  日 

 

３ 認定の条件 

  裏面のとおり  

 

 

 

 

 

 

 



 

（裏面）  

認定の条件  

１ 次の場合には，速やかに市長に報告して，その承認または指示を受ける  

こと。  

 (1) 当該認定を受けた住宅建築取得計画（以下「認定計画」という。）の  

内容を変更をしようとする場合。  

(2) 認定計画を中止し，または廃止する場合。  

 (3) 認定計画が予定の期間内に完了しない場合もしくは完了しないおそれ  

がある場合または認定計画の遂行が困難となった場合。  

 

２  認定計画の遂行の状況に関し，必要に応じ，報告を求め，調査をするこ  

とがある。  

 

３  認定計画に係る住宅に入居（住所を住民登録および不動産登記し，現 

 に居住を開始することをいう。）を完了したときは，当該完了の日から 

 ３０日以内に，まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書（様式第１０ 

号）に，別表２に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。  

 

４  次のいずれかに該当するときは，計画の認定を取り消すことがある。  

 (1) 虚偽その他不正な手段により当該認定を受けたと認められるとき。   

 (2) 故意に認定計画と異なる計画を実施したときまたは実施しようとした  

とき。  

 (3) 次に掲げる者（函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱（以下  

「要綱」という。）第４条各号に規定する補助対象者）に該当しないこ  

とが判明したとき。  

 ア  自らが居住するため新たに住宅および敷地を取得しようとする者  

  イ  過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者  

  ウ  市税の滞納がない者  

エ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第  

 ７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者  

オ  住宅および敷地の取得に関する他の補助金または助成金等（本市以  

外の者が交付するものを含む。）の交付を受けていない者  

 (4) この認定の条件その他要綱に定める事項に違反したとき。  

 (5) その他市長が計画の認定を取り消すことが相当と認める事由が生じた  

とき。  

 

５  認定計画に基づき取得した住宅および敷地を，市長の承認を受けないで  

補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，または  

担保に供してはならない。  

 



 

様式第４号（第６条，第７条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画不認定通知書  

 

年（     年）   月  日   

 

 認定申請者  

  住所 

  氏名        様 

 

函館市長          

 

年  月  日付けで申請のあった住宅建築取得計画につい  

ては，内容精査の結果，次の理由により認定が不適当と認められるので， 

函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱第６条第３項（第７条第  

２項において準用する同要綱第６条第３項）の規定により通知します。 

 

１ 申請に係る敷地  

地名地番  函館市    町   番  

 

２ 不認定の理由  



 

様式第５号（第７条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画変更認定申請書  

 

年  月  日  

                                 

 函館市長 様 

                  住  所            

認定申請者 氏  名 

                  電話番号  

 

年  月  日付けで住宅建築取得計画の認定を受けました  

が，その内容等に変更を生じましたので，函館市まちなか住宅建築取得  

費補助金交付要綱第７条第１項の規定により，関係書類を添えて変更の  

認定を申請します。  

 

１ 変更後の住宅建築取得計画  

  別紙のとおり  

 

２ 変更の内容および理由  

変更箇所・項目 変 更 前  変 更 後  変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※１  変更後の住宅建築取得計画の様式は，様式第１号（別紙）を使用してください。  

※２  関係書類は，変更に係るもののみを添付してください。  



 

様式第６号（第８条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画取下届  

 

年  月  日  

                                 

 函館市長 様 

                  住  所            

届出者 氏  名  

                  電話番号  

 

年  月  日付けで住宅建築取得計画の認定を受けました  

が，次の理由により，その計画を取り下げますので，函館市まちなか住  

宅建築取得費補助金交付要綱第８条の規定により届け出ます。  

 

取下げの理由  

 



 

様式第７号（第１０条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画地位承継承認申請書  

 

年  月  日  

                                 

 函館市長 様 

                  住  所            

承認申請者 氏  名 

                  電話番号  

 

年  月  日付けで認定を受けた認定事業者の地位を承継  

したいので，函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱第１０条第 

１項の規定により，関係書類を添えて承認の申請をします。  

 

１ 承継の事由 

   

   

２ 承継の事由の発生年月日  

      年  月  日 

 

３ 認定事業者（被承継人）および承継人の住所・氏名  

   認定事業者（被承継人）  承継人  

住所   

氏名   

 

 



 

様式第８号（第１０条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画地位承継承認通知書  

 

年（     年）   月  日   

 

 承認申請者  

  住所 

氏名        様 

 

函館市長          

 

年  月  日付けで申請のあった地位の承継については， 

内容精査の結果，次のとおり承認したので，函館市まちなか住宅建築取  

得費補助金交付要綱第１０条第２項の規定により通知します。  

 

１ 地位の承継の承認に係る認定計画  

  認定年月日     年  月   日 

 

２ 承認年月日  

年  月  日 



 

様式第９号（第１０条関係）  

 

まちなか住宅建築取得計画地位承継不承認通知書  

 

年（     年）   月  日   

 

 承認申請者  

  住所 

氏名        様 

 

函館市長          

 

年  月  日付けで申請のあった地位の承継については， 

内容精査の結果，次の理由により承認が不適当と認められるので，函館  

市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱第１０条第２項の規定により  

通知します。 

 

１ 申請に係る認定計画  

  認定年月日     年  月   日 

 

２ 不承認の理由  

   



 

様式第１０号（第１１条関係）  

 

まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書  

 

年  月  日  

                                 

 函館市長 様 

                  住  所            

交付申請者 氏  名 

                  電話番号  

 

年  月  日付けで認定を受けた住宅建築取得計画に係る  

住宅に    年   月  日付けで入居を完了したので，函館市まち  

なか住宅建築取得費補助金交付要綱第１１条第１項の規定により，関係  

書類を添えて補助金の交付を申請します。 

 

１ 補助対象経費  

  金          円  

 

２ 補助金交付申請額  

  金          円  



 

様式第１１号（第１２条関係）  

 

まちなか住宅建築取得費補助金交付決定および額確定通知書  

 

年（     年）  月  日   

 交付申請者  

住所 

 氏名        様 

 

函館市長          

 

年  月  日付けで申請のあった函館市まちなか住宅建築  

取得費補助金の交付については，内容精査の結果，次のとおり決定およ  

び確定したので，函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱第１２ 

条の規定により通知します。 

 

１ 交付決定に係る認定計画  

認定年月日    年  月  日  

 

２ 補助対象経費  

  金          円  

 

３ 補助金の交付決定額  

  金          円  

 

４ 補助金の確定額  

  金          円  



 

様式第１２号（第１２条関係）  

 

まちなか住宅建築取得費補助金不交付通知書 

 

年（     年）  月  日   

 

交付申請者  

  住所 

氏名        様 

 

函館市長          

 

年  月  日付けで申請のあった函館市まちなか住宅建築  

取得費補助金の交付については，内容精査の結果，次の理由により交付  

が不適当と認められるので，函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付  

要綱第１２条の規定により通知します。  

 

１ 申請に係る認定計画  

  認定年月日     年  月   日 

 

２ 不交付の理由  

   


